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2020 年度 一般社団法人 相模原市高齢者福祉施設協議会 

事業計画 

 

１．活動方針 

 本会は、相模原市において社会福祉法人が経営する高齢者施設の集合組織です。社会福祉法人な

らではの特徴を生かした運営を行い、信頼性の高いサービスを提供していく事を目指しています。 

 しかし、現状は人材不足をはじめ様々な不安要因が経営を圧迫しています。これらの問題に立ち

向かうためには、法人自らの努力をはじめ他の法人との連携、そして行政との連携が必要ではない

でしょうか。 

 喫緊の課題として新型コロナウイルスに対しての対応が求められていますので、関係機関と連携

し取り組んでまいります。また、様々な課題についても協働して解決を図り社会福祉法人の使命で

もある地域貢献を活発に展開して、地域福祉の向上に邁進してまいります。 

 

(1) 介護福祉人材の確保と養成 

 介護人材の雇用は年々逼迫した状況が厳しくなってきています。相模原市は介護人材養成校が

少なく、無いに等しい状況です。近隣市町村でも養成校の定員は激減し、学校を閉鎖するところ

も出ています。今や介護人材は新卒有資格者を獲得するのは非常に困難であることから未経験者、

無資格者の発掘と育成が必須となってきています。 

 相模原高齢協の 2020 年の人材養成計画は、介護職未経験者を対象とし人材発掘を行ってまい

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 経営者部会 

 2019 年度から経営者部会を設置し、高齢者福祉施設を経営する法人の課題を討議し、その解

決を図っていきたいと取り組みをはじめました。法人の経営課題には様々なものがあると思いま

すが、優先順位を整理して問題に取り組んでいければと思います。 

2020 年度 相模原市高齢協の介護人材発掘計画 
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(3) 施設運営の財務的課題の検討 

 会員施設が抱える大きな課題は、法人財務状況の悪化が年々進んでいることです。その主な理

由としては下記のような問題が見えており、経営研究会と経営者部会において議論し、これらの

問題解決に向けて様々な調査、取組みや行政、議員への陳情活動等を行ってまいります。 

① 介護報酬における地域加算率が隣接、近接する東京都町田市や横浜市、川崎市などと比較 

して差が大きいため多額の報酬差が生じ、人材雇用や施設の維持管理等に影響を及ぼして

いる。 

② 最低賃金が上昇しているにもかかわらず、特養などは人件費比率が 45％と低く設定されて

いる。 

③ 市内施設が急速に整備されたため待機者や利用者が減少し、特養や短期入所には長期間の

空床が生じ、デイサービスなどの在宅サービスでも利用者の減少が生じている。 

④ 人材の確保が困難で利用者定員を減らしたり、廃業するなどの事態が起きている。 

⑤ 施設設立時に受けた公的補助金等の縛りで、不採算事業の他事業への転換や登録面積の用

途変更等が難しく、事業の裁量性が図られていない。 

 

(4) 社会福祉法人の地域貢献活動 

 2016 年の社会福祉法の改正で社会福祉法人には地域貢献活動の実施が求められています。こ

れを受けて昨年度「介護ウィーク」事業が始まりました。 

 本年度はこの事業の充実に向けてプロジェクトを組んでいきます。 

 

(5) 社会福祉法人のイメージ改善に向けたＰＲ活動 

 介護保険の施行以降、株式会社等の民間事業者の介護事業への参入が急増したため、介護事業

における社会福祉法人と民間事業者とのサービスの差別化が図られず、社会福祉法人のアイデン

ティティが曖昧になりつつあります。これはサービス利用者からみるとどちらの事業者でも同じ

サービスを提供しているため、法人の違いは意味をなさなくなったことを意味しています。 

 私たちは今こそ社会福祉法人の存在のＰＲに努め、市民への認知度を高めていく必要がありま

す。それによって社会福祉法人の存在意義を高め、民間事業者との差別化を図り、利用者の安心

と信頼の確保に繋げていきます。 

●実施内容 

① コミュニティ紙等でのＰＲ広告の出稿。 

② 協議会の行うイベントでチラシを配布する。 

③ 社会貢献活動と連動して地域への浸透を図る。 

 

(6) 地域の防災拠点としての位置づけ 

 社会福祉法人が運営する福祉施設は、災害時に福祉避難所としての役割を担っています。 

福祉施設の在り方や設置の仕方などについては行政とともに検討が進んでいるところですが、今

後は、市内施設での避難所設置訓練などを行政とともに企画できればと考えています。また、福

祉避難所に必要な機材や保存食等の確保についても行政との話し合いを続けていきます。 
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(7) 介護業務効率化 

 2018 年度に実施した業務効率化アンケートを基に、さらに追加検証などを行った後、会員の

皆様に資するべく報告いたします。 

 

(8) 老施協関東ブロック 

 2019 年度からは、老施協関東ブロックに加入いたしました。会員施設様の積極的な加入をお

願いしますとともに関東ブロック大会（静岡県）へも参加して関東圏の施設との交流を図りたい

と考えています。 

 

２．全体事業計画 

 (1) 定時総会の開催  

    総会は(一社)相模原市高齢者福祉施設協議会の議決機関として、相模原市高齢者福祉行政に関

係する機関の参加を仰ぎ、事業活動計画及び予算案、事業活動報告・決算案を審議するために年

1 回以上開催します。また、総会終了後は、列席者及び介護職員育成校の先生方をお招きして三

者による懇談会を開催し情報交換の場とします。  

(2) 合同施設長会の開催  

相模原市、相模原市社会福祉協議会との連携をより強化するために情報交換及び意見交換の場

として、おおよそ年 1 回以上合同施設長会を開催します。なお、終了後必要に応じて施設長会、

地区会を開催します。 

  

 (3) 理事会の開催  

理事会は、(一社)相模原市高齢者福祉施設協議会の事業及び予算の計画や執行状況、部会毎の

事業計画に係る報告等をもとに意見交換を行って課題解決に向けた方途を検討する他、協議会の

円滑な運営に向けた調整等を行うため開催します。2019 年度からは、役員の皆様の負担軽減の

ために理事会の開催を年 6 回以上の開催としてまいりました。  

(4) 神奈川県社会福祉協議会、老人福祉施設協議会との連携  

かながわ高齢者福祉研究大会や関東ブロック大会等へ参加するとともに、神奈川県全体で実施

予定の経営実態調査（特養のみ）に参加し、次期介護報酬改正に備えます。  

(5) 各地区の職員親睦会の開催  

(一社)相模原市高齢者福祉施設協議会加盟施設職員等の親睦と交流促進のため、年 1 回各地区

会ごとの主催で親睦会を開催します。  

(6) 各地区の施設長・管理者懇親会の開催 

(一社)相模原市高齢者福祉施設協議会加盟施設長・管理者の親睦と交流促進のため、年 1 回各

地区会ごとの主催で親睦会を開催します。  

(7) 相模原市へ要望書の提出  
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高齢者福祉経営研究会において要望書（または陳情書）の内容を検討し、相模原市へ提出しま

す。 

 

(8) 賛助会員募集と交流会 

 賛助会員の募集は随時行ってまいります。今年度は介護サービスの民間事業者をターゲット

に募集活動を行います。また、正会員と賛助会員との情報交換と互いの親睦を図るため、夏場の

暑気払いもかねて交流会を開催します。賛助会員は様々な事業者が会員となっていますので皆様

の貴重なお知恵を拝借できるよう魅力的な交流会を企画します。 
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３．本部計画 

  (1)合同施設長会等 

期 日 内   容 

2020 年 4 月  

 
 5 月 理事会・第 1 回 定期総会(事業報告・計画)  

 6 月  

 7 月 理事会・合同施設長会・懇親会 

 8 月  

 9 月 理事会  

 10月  

 11月 理事会・合同施設長会 

 12月   

2021 年 1 月 理事会・新年会 

 2 月  

 3 月 理事会  

【その他の実施事業・備考】 

･相模原市との懇談会(随時) 

･専門委員会(随時) 

･研修事業(研修委員会による企画・運営) 

 

４．各部会事業活動計画 

(1) 特養部会 

2020 年度 

部 会 長  特別養護老人ホーム 銀の館         小檜山仁 施設長 

  副部会長  特別養護老人ホームよもぎの里愛の丘  中島義博 総務課長 

 

目標：調査活動・情報共有を継続し、行政提言時や施設経営点検時などに活かす。 

 

    

年 月 施設長会 栄養士会 生活相談員 

2020 年 4 月   役員会 

  5 月  
全体会・勉強会 

・役員会 
 

  6 月 

施設長会 

「経営実態調査に 

ついて」他 
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  7 月   
相談員会勉強会（居宅部会ケ

アマネ合同会議） 

8 月    

9 月  
全体会・勉強会 

・役員会 
 

 10 月   
相談員会勉強会 

（看護・介護職員連携会） 

 11 月 

施設長会 

「経営実態調査の 

フォローアップ 

セミナー」他 

 
ＭＳＷ交流会 

打合せ（役員会） 

12 月    

2021 年 1 月 

施設長会 

「次年度事業計画に

ついて」他 

全体会・勉強会 

役員会（次年度事業計

画作成） 

ＭＳＷ交流会 

打合せ（役員会） 

  2 月    
相談員会勉強会 

（ＭＳＷ交流会） 

  3 月    

 

 (2) デイサービス部会 

2020 年度 

部 会 長  古淵デイサービスセンター   小磯敬子 施設長 

   

デイ部会では、施設長会を年 3 回、生活相談員会議を年 4 回開催する予定です。また、必要に 

応じ緊急を要する事項がある場合には臨時部会を開催します。時期については変更されること 

もあります。 

年 月 施設長会 相談員会 

2020 年 4 月   

     5 月  第 1 回 生活相談員会議 

     6 月 第 1 回 施設長会  

     7 月  第 2 回 生活相談員会義 

     8 月 第 2 回 施設長会  

     9 月   

    10 月   

    11 月  第 3 回 生活相談員会議 

12 月 第 3 回 施設長会  

2021 年 1 月   

    2 月  第 4 回 生活相談員会議 

    3 月   
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＊施設長会 

 情報交換、意見集約、実態調査・定期調査他について検討する。 

＊生活相談員会議 

 情報交換及び相談員の合議により決定された事項について検討する。 

＊経営実態調査 

 本年度、川原経営総合センターによる実態調査を実施予定。 

(3) 養護・ケアハウス部会 

2020 年度 

部 会 長  はあとぴあ  岩崎泉 施設長 

 

養護・ケアハウス部会では、相談員会を年度内に 3 回開催します。また、施設長（管理者）会 

は、必要に応じ随時開催します。 

年 月 内      容 

2020 年 4 月  

5 月  

6 月  

7 月 第 1 回相談員会【情報交換会・施設見学・職員研修（事故防止）】 

8 月  

9 月  

10 月 
第 2 回相談員会 

【情報交換会・施設見学・職員研修（感染症及び食中毒防止）】 

11 月  

12 月  

2021 年 1 月  

2 月 第 3 回相談員会【情報交換会・施設見学・職員研修（未定）】 

3 月  

＊施設長（管理者）会は随時実施 

 (4) グループホーム・小規模多機能型居宅介護 部会 

2020 年度 

部 会 長  グループホーム 幸園    甲斐文子 管理者 

  副部会長  グループホーム 秋桜    岸川剛  管理者 

  ① 症例検討、情報交換 年 4 回開催 

回 日時 講師等 事例発表 司会/記録 

第 1 回 
2020 年 6 月 

19：00 ～ 21：00 
認知症介護指導者 松ヶ枝 芙蓉の園・相模原 

第 2 回 
2020 年 9 月 

19：00 ～ 21：00 
認知症介護指導者 秋桜 幸園・夢かご 
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第 3 回 
2020 年 12 月 

19：00 ～ 21：00 
認知症介護指導者 ななかまど おやどり・松ヶ枝 

第 4 回 
2021 年 2 月 

14：00 ～ １6：00 

北里大学北里研究所

病院 高橋恵先生 
中の郷 秋桜・ななかまど 

② 施設長（管理者）会議 

2021 年 2 月 開催予定 

議題：① 2021 年度事業計画・予算について 

   ② 来年度の部会長・副部会長について 

(5) 居宅介護支援事業所部会 

2020 年度 

部 会 長  シルバータウン大野台ケアセンター   宮城千佳子 管理者 

  副部会長  塩田ホーム居宅介護支援        今井圭介   管理者        

 

居宅介護支援事業所部会では、ケアマネ会を年度内に３回開催します。また、施設長（管理者） 

会は、必要に応じ随時開催します。 

年 月 内      容 

2020 年 4 月  

5 月 第 1 回ケアマネ会【情報交換会・管理者研修 ※内容検討】 

6 月  

7 月 
 

8 月  

9 月 第 2 回ケアマネ会【デイサービス部会との交流会（予定）】 

10 月 
 

11 月  

12 月  

2021 年 1 月  

2 月 第 3 回ケアマネ会【アンケート結果報告・業務効率化講演会】 

3 月  

※施設長（管理者）会は随時実施 

 (6) 研修委員会（予定） ※ ＷＥＢ研修を行う予定です。詳細については、追ってお知らせします。 

研修カテゴリー 講座数 

生活援助従事者研修 56 時間×35 名程度 

現任研修 未定 

中間・管理者研修 未定 

専門講座 未定 
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公開講座 未定 

※相模原市からの研修事業補助金額により講座数を調整する 

 


